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１．はじめに 

   少子高齢化が急速に進む日本において、行政ニーズの複雑化などを受け、平成１５年

７月に「次世代育成支援対策推進法」が、平成２７年８月に「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」が制定され、地方公共団体は職員を雇用する特定事業主とし

て、「次世代育成支援対策」及び「女性の活躍の推進」の策定及び公表が義務付けられま

した。 

 

   有田町においても、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律」に基づき、２つの「有田町特定事業主行動計画」を策定し、次

世代育成支援対策を推進してきました。  

 

共働き世帯の増加とともに、男女ともに育児や介護等で時間制約のある職員が増加し

ている中で、すべての職員が十分な能力を発揮するためには働き方改革を推進する必要

があります。仕事と子育ての両立支援及び仕事と生活の調和に取り組み、職員が安心し

て子育てと仕事を両立することができる環境の整備を行っていきます。 

 

   今回の計画では、これまで２つの「有田町特定事業主行動計画」の趣旨を継承し、新

しく統合した「有田町特定事業主行動計画」を策定し、よりよい職場環境の整備に取り

組んでいきます。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画期間 

  計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 

女性活躍策推進法に基づく 

有田町特定事業主行動計画 

（計画期間：令和３年４月１日～令和８年３月３１日）

次世代育成支援対策推進法に基づく 

有田町特定事業主行動計画 

（計画期間：令和７年４月１日～令和１２年３月３１日） 

有田町特定事業主行動計画 
（計画期間：令和８年４月１日～令和１３年３月３１日）
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３．実施体制 

(1) 次世代育成支援対策や女性活躍推進に関する情報提供などを行います。 

(2) 仕事と子育ての両立や女性の活躍推進についての相談や情報提供などができる体制を整え、

担当を配置します。 

(3) 啓発資料の作成・配布などにより、行動計画の内容の周知を図ります。 

(4) 職員が過度な事務負担にならないよう全体のバランスを考慮しながら適正な配置に努めます。 

(5) 各部署において、行動計画の実施状況の点検を定期的に行い、行動計画の内容を変更すべき事

項があった場合には計画を見直します。 

 

４．状況・課題分析 

 行動計画の策定にあたり、有田町における状況等を把握し、次のように課題を整理しました。 

 

 (1)  管理職に占める女性職員の割合 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

男 性 20人（83.3％） 20人（83.3％） 18人（78.3％） 

女 性 4人（16.7％） 4人（16.7％） 5人（21.7％） 

合 計 24人（100％） 24人（100％） 23人（100％） 

 

   過去３年間の管理的地位にある職員に占める女性の割合は、令和 6 年度以外は 20％未満で低

い水準となっていますが、引き続き研修などを通じた人材育成に取り組みながら、女性登用を進

める必要があります。 

 

 (2)  男女別の育児休業取得者数 

 女性 男性 

 対象者 取得者 対象者 取得者 

令和 4年度 2人 2人 5人 1人 

令和 5年度 5人 5人 5人 4人 

令和 6年度 6人 6人 1人 1人 

 

   育児休業については、全ての女性職員が取得しています。男性職員の取得者は増えています

が、今後も対象となる男性職員へ育児休業の周知を図るとともに育児休業を取得しやすい取り

組みを進める必要があります。 
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 (3) 男性職員の配偶者出産補助休暇等の取得率及び平均取得日数 

  ①配偶者出産補助休暇 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

対象者数 5人 5人 1人 

取得者数 4人 3人 1人 

取得率 80％ 60％ 100％ 

平均取得日数 1日 3時間 0日 4時間 1日 0時間 

  ②育児参加のための休暇 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

対象者数 5人 5人 1人 

取得者数 2人 0人 0人 

取得率 40％ 0％ 0％ 

平均取得日数 0日 6時間 - - 

 

  男性職員の配偶者出産補助休暇（２日間）及び育児参加のための休暇について、取得率と平均取

得日数は決して高い水準とは言えない状況となっています。今後は対象となる男性職員へ休暇等

の制度の周知を図るとともに、休暇を取得しやすい取り組みを進める必要があります。 

 

 (4)  職員（管理職除く。）一人当たりの年間平均超過勤務時間数  

  令和 4年度 117.4時間（月 9.8時間） 

  令和 5年度  63.0時間（月 5.3時間） 

  令和 6年度  67.0時間（月 5.6時間） 

  過去３年間の年間平均超過勤務時間数は減少傾向にありますが、引き続き職員の健康・福祉へ悪

影響を及ぼさないよう業務分担の見直しなど組織的な対応に努める必要があります。 

 

 (5)  職員一人当たりの年間平均年次休暇取得日数 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

10.37日 11.73日 12.93日 

 

  過去３年間における年次休暇の年間平均取得日数は、増加傾向となっています。引き続き時間外

勤務の縮減と並行し、年次休暇を取得しやすい職場環境づくりや職員一人一人が効率的な業務遂

行を意識する必要があります。 
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５．達成項目及び目標 

 次に掲げる目標を計画期間の終期までに達成できるよう取り組みを実施します。 

 

(1)  管理的地位にある職員に占める女性の割合を３０％以上とします。 

(2)  男性職員の２週間以上の育児休業を取得するの割合を８５％以上とします。 

(3) 女性職員の育児休業の取得率の目標は、これまで同様の１００％を目標とするとともに、子

育て中の職員が安心して仕事ができる環境づくりに努めます。 

(4)  男性職員の配偶者出産補助休暇（２日）、育児参加のための休暇（５日）を合わせた７日の休

暇を完全取得する割合を５０％以上とします。 

(5)  職員一人当たりの年間平均年次休暇取得日数を１４日以上とします。 

 

 

６．具体的な取組み 

（1）女性職員の人材育成 

    女性職員の多様な働き方に関する情報提供、女性職員向けのセミナーやキャリアデザイン

研修への積極的な参加の推進、外部研修機関への派遣等を行うことで各役職段階における人

材育成に努めます。 

   

（2）女性職員の管理職への登用 

    各役職段階において、女性職員の配置先を限定することなく多様な職務機会を付与するこ

とで女性職員の活躍の場を広げ、その能力を十分に発揮できるような人事配置に努めます。 

 

（3）仕事と家庭の両立 

  ①制度の周知 

    仕事と家庭の両立を支援する制度について電子メールや電子掲示板などにより広く周知を

図ります。 

 

②妊娠中及び出産後における配慮 

   職員が妊娠を申し出た場合、所属長は職場内の業務分担の見直しを行い、母性健康保護に努

めます。また、職員が産前産後休暇を取得する際には、所属長は職員が安心して休暇を取得で

きるよう、職員の育児休業の予定についても併せて把握を行い、会計年度任用職員等の任用に

より代替要員を確保するなど特定の職員に負担がかかることのないよう配慮します。 

 

③職場復帰支援 

     育児休業を取得した職員が職場に復帰する際には、円滑な復帰ができるよう周りの職員が

業務の動向や端末操作などの説明を行います。 

 

④男性職員の育児休業の取得の推進 

     男性職員の育児休業の取得率は、極めて低い水準にあります。男性職員の育児休業取得を

図るため、所属長は育児支援制度の活用を促すとともに、育児休業の取得を希望する男性職員
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が円滑に取得することができるよう、職場内の業務分担の見直しや環境づくりに努めます。ま

た、男性の育児休業取得の促進に向けて、管理職員を対象に制度の趣旨の徹底と意識改革に努

めます。 

 

  ⑤男の産休の取得の推進 

     出産補助休暇（２日間）と育児参加のための休暇（５日間）を合わせた連続休暇の取得の推

進を図るため、所属長は父親となる職員に休暇の取得を促すとともに、計画的に休暇の取得が

できるよう業務分担の見直しや職場の環境づくりに努めます。 

 

 （4）超過勤務の縮減 

  ①定時退庁日の設定 

職員各自が週に１度の定時退庁日を設定するとともに、所属長が各職員に早期退庁を勧奨し

ます。また、定時退庁ができない職員が多い部署を人事担当部署が把握し、所属長へ指導を行

います。 

 

  ②事務合理化 

所属長に対して定期的な職員の業務分担の見直しと業務量の平準化を図るよう指導を行う

とともに、新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等を十分に検討の上、簡素

合理化できるものは簡素合理化するよう努めます。 

 

 （5）年次休暇取得の促進 

年次休暇の取得促進を図るため、所属長は職員の休暇取得状況を定期的に把握し、取得日数

の少ない職員へ休暇の取得を促進するとともに、休暇を取得しやすい職場の環境づくりに努め

ます。また、夏季休暇や週休日等に年次休暇を組み合わせた連続休暇の取得を促進します。 

 

（6）人事異動における配慮 

人事異動を命じる場合は、子育ての状況の把握を行い、可能な限り配慮を行います。 

 

（7）男女間の役割分担の是正 

男女協働参画などの取り組みについて、情報収集し提供を行いうとともに、セクシュアルハ

ラスメント防止などの研修を行います。 

 

（8）子どもとふれあう機会の充実 

①子ども・子育てに関する地域貢献活動 

   子ども・子育てに関する活動などの地域貢献活動に職員の積極的な参加を支援します。 

 

②安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

    地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動への職員の参加を支

援します。 
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③子どもとふれあう機会の充実  

レクリエーション活動については、子どもを含めた家族全員が参加できるように 配慮し

ます。また、地域の子育て活動への参加に意欲のある職員が、機会を捉えて子どもが参加す

るスポーツ・文化活動への参加、疾病・障害をもつ子どもの支援等、地域に貢献する子育て

支援活動に積極的に参加しやすい職場の環境づくりに努めます。 

 

 （9）職員の健康管理 

     職員は男女のライフステージごとの健康課題について啓発等を通じて理解を深め、職場に

おけるヘルステラシーの向上に努めます。また、健康上の課題について、年齢・性別を問わ

ず、職員一人ひとりが自身の状況に応じた悩みを安心して相談できる体制づくりに努めます。 


